
１ 地方分権改革の推進（重点） 
 

１ 抜本的な地方分権改革の実現   

（提案要求先 内閣府・総務省・財務省）      
（都 所 管 局 知事本局・財務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
現在、地方分権改革推進法に基づき設置された地方分権改革推進委員会にお

いて、新たな分権一括法の制定に向けた検討が進められている。昨年１２月の
第２次勧告では、地方自治体の仕事を国が法令で細かく規定する自治事務に関
する「義務付け・枠付け」４,０７６条項の廃止等の見直し、８府省１５系統の国の
出先機関の事務権限４０８項目のうち１１６項目の廃止等の見直し、地方整備局等
の「地方振興局」や「地方工務局」への統合、出先機関の職員約３５,０００人の
削減など、具体的な内容が勧告された。また、今年１０月の第３次勧告では、
２次勧告で見直すこととされた「義務付け・枠付け」４，０７６項目のうち、重点
事項１,２２４条項について、具体的に講ずべき措置などが勧告された。 
しかし、これまで、国は、今年３月に示した「出先機関改革に係る工程表」

において、この第２次勧告の具体的な内容を何ら盛り込まず、その後も、移管
対象となっている一般国道や一級河川に関し、移管すべき人員や財源の具体的
な規模を示さないなど、地方分権改革への姿勢が極めて消極的である。 
抜本的な地方分権改革を実現し、地方自治体が自らの判断と責任において行

財政運営を行う「真の地方自治」を確立するためには、「地方にできることは
地方に」を基本に据え、国の出先機関の事務・権限は住民に身近な地方に移管
し、地方に対する国の関与は原則として廃止するなど、地方が地域の課題に主
体的に対応できるよう、地方の権限を拡大すべきである。とりわけ、首都東京
は、人やもの、企業、情報が集積しており、大都市特有の課題を一体的に処理
することが求められている。現場を預かる都が、国に代わって課題解決に取り

（１）首都東京の課題をより迅速、効果的に解決できるよう、都の 

権限・責任を拡大すること 

（２）国の出先機関の事務・権限を地方へ移管し、国の出先機関を 

廃止・縮小すること 

（３）地方の自立的な行政運営に向け、国の関与を廃止すること 

（４）地域の実情に応じて、地方が条例で国の基準を変更すること 

  を可能にすること 

（５）権限とそれに見合う財源とを一体として移譲すること 



 

組めるようにする必要がある。 
また、権限と財源とは車の両輪であり、地方が権限を行使し、住民に対する

責任を果たしていくためには、権限に見合った財源が不可欠である。平成２０
年度税制改正により、地方分権に逆行する地方法人特別税が創設されたが、本
来必要なのは、地方税を充実させるなど、自立した地方が地域の課題に自主的
に取り組める財源を確保することである。 
 

＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の自立を確立するため、地方分権改革の実現に向けた議論を着実に

進め、積極的に権限移譲を行うこと。特に、首都東京の課題を、より迅速、
効果的に解決できるよう、都の権限・責任を拡大させること。 

 
（２）出先機関が現在行っている事務は、原則として地方へ移管するとともに、

出先機関については廃止・縮小する方向で抜本的に見直すこと。 
 
（３）地方が策定する計画に対する大臣協議・同意の義務付けなどの国の関与

については、真に必要なもののみに限定したうえで、原則として廃止する
こと。 

 
（４）地域の実情に合わせた施策の実施が可能となるよう、国が法令で定める

基準で地方に関するものは、原則として標準的なものとして扱うことと
し、基準を定める個別の法令に、条例による当該基準の強化や緩和、変更
を認める規定を置き、地方が地域の実情に応じた運用をできるよう、条例
の規定範囲を拡大すること。 

 
（５）地方が真に自立できるよう、権限の移譲とあわせて、それに見合う税財

源が確保される税財政制度を構築すること。国庫補助金は、財源補完的な
ものを除き原則として廃止し、必要な財源を確実に措置すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 地方分権に資する地方税財政の抜本的改革の推進  

 
     （提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 

       （都 所 管 局 財務局・知事本局・主税局） 

 
＜現状・課題＞  
真の地方自治とは、地方自治体が自らの財源と自らの責任に基づいて行財政

運営を行う「地方主権」を確立して初めて実現できるものである。 
そのためには、国から地方への権限移譲、国の手続的関与の廃止・縮小等と

併せて、国と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権を進めるべ
きである。 
今、必要なのは、地方自治体の課税権や受益と負担の関係などを踏まえ、自

立した地方が地域の課題に自主的に取り組めるよう、権限に見合った財源を確
保することである。 
国は、地方分権改革の原点に立ち返り、地方の自立に資する地方税財政制度

の抜本的改革を早急に実現するべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、

国から地方への税源移譲を推進し、地方税財源の拡充を図ること。また、
安定的な財源である地方消費税について、税率の引き上げを含めた積極的
な拡充を図ること。 

 
（２）税制の見直しに際しては、地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養

インセンティブを最大限尊重するとともに、地方分権に資する地方税の体
系を構築すること。受益と負担という地方税の原則を無視した地方間の水
平的財政調整については、行わないこと。また、法人事業税の一部国税化
の暫定措置については、これを直ちに撤廃すること。 

 
（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確保するとと

もに、地方交付税の財政調整機能を堅持すること。また、「三位一体の改
革」の名の下に削減した地方交付税を復元すること。 

 

（１）地方税財政の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早急に
実現すること。 

（２）地方消費税を含めた地方税源の拡充を図るとともに、地方の
自立につながる、地方税の体系を構築すること。 

（３）地方の実態を踏まえた、必要かつ十分な地方交付税総額を確
保すること。 



 

 
 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都 所 管 局 財務局・知事本局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
平成２０年度税制改正において、地域間の財政力格差の縮小の観点から、消

費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事
業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設された。 
この措置は、税の原則にもとり、地方分権改革に逆行するものである。 
そもそも現在の地方の困窮は、国が「三位一体の改革」の名のもと地方交付

税総額を削減した結果である。 
ところが、今年度、大幅な税収減により、国は、地方交付税総額自体が不足

している現実を認め、地方が強く訴えてきた地方交付税の一部復元が行われ
た。このことは、都市の財源を地方自治体間の財政調整の手段とする小手先の
対策では問題の本質的な解決にはならず、地方の財源不足は、国が自らの責任
で解消すべき課題であることを改めて証明したものである。 
 また、国は、税体系の抜本的改革について早期に実現を図るべきとの方針を
示していたにもかかわらず、それを先送りする姿勢を示していることから、国
が暫定措置を導入した前提さえ崩れている。 
 
＜具体的要求内容＞ 
国においては、問題の本質的な解決につながらないばかりか、地方税の原則

を歪め、地方分権改革に逆行する法人事業税の不合理な暫定措置を直ちに撤廃
し、地方税として復元すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 法人事業税の不合理な暫定措置の即時撤廃 

                    （重点） 

法人事業税の不合理な暫定措置を直ちに撤廃し、地方税として復

元すること。 



 

３ 自動車関連諸税の暫定税率のあり方の再検討 

                    (重点) 
 

    （提案要求先 総務省・財務省・国土交通省） 
    （都 所 管 局 財務局・主税局・建設局） 

 
＜現状・課題＞ 
 国は、平成２２年度から生活コストを引き下げることを目的として、自動車
関連諸税の暫定税率を廃止し、約２．５兆円の減税を行うとしている。 
しかし、地方は現在、自動車関連諸税の暫定税率分を財源として地方に必要

な道路整備などを行っており、暫定税率分の税収は、地方にとって欠かせない
財源となっている。 
また、地球温暖化をはじめ環境問題への取組強化が求められている中、自動

車関連諸税には化石燃料等の需要を抑制する効果が期待されている。 
こうしたことから、自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、廃止を

前提とせず再検討すべきである。 
仮に、国策として暫定税率を廃止するのであれば、それがもたらす地方財政

の減収分は、国の責任で全ての地方自治体に対して、確実に補てんすべきであ
る。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、地方財源の確保や環境

への配慮などの観点から、廃止を前提とせず再検討すること。 
 
（２）暫定税率の廃止に伴う地方税の減収分の代替財源は、全ての地方自治体

を対象として、別途税源移譲など地方税の拡充で確実に確保すること。 
 
（３）地方税としての制度設計に検討を要する場合には、喫緊の地方財源不足

に対応するため、特例交付金として確実に財源措置を講ずること。 
 
（４）地域活力基盤創造交付金など現在地方に配分されている交付金・補助金

については、これまで地方の道路整備の主要な財源であったことを踏ま

（１）自動車関連諸税の暫定税率のあり方については、地方財源の

確保や環境への配慮などの観点から、廃止を前提とせず再検討

すること。 

（２）国策として自動車関連諸税の暫定税率を廃止する場合は、そ

れがもたらす地方財政の減収分を、国の責任で確実に補てんす

ること。 



 

え、地方財源を確保する観点から、引き続き地方枠として総額を確保す
ること。 

 



 

４ 財政上の不合理な措置の是正（重点） 
 

       （提案要求先 総務省・財務省） 
       （都 所 管 局 財務局・主税局・会計管理局） 

 
＜現状・課題＞ 
（１）地方道路譲与税・地方揮発油譲与税の譲与制限等、地方交付税の不交付

を理由とする財源調整等の措置を受けている。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）地方交付税の不交付を理由とする財源調整等を廃止すること。 
  ① 地方道路譲与税・地方揮発油譲与税の譲与制限 
 

 現在都が受けている、極めて不合理な措置について、地方税財政

制度の抜本的見直しを待つまでもなく、速やかに是正すること。 



 

５ 法人事業税の分割基準の適正化等（重点） 
 

（提案要求先 総務省） 
（都 所 管 局 主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
法人事業税の分割基準は、これまでに幾度も大都市にとって不利益な改正が

行われており、法人の事業活動量を適切に反映したものとなっていない。 
 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）法人事業税の分割基準を、従業者数など法人の都道府県ごとの事業活動

量を適切に反映したものとすること。 
 
（２）地方団体間の財源調整の手段として、地方法人課税の分割基準の見直し

を行うなど、税制の姿を歪める不合理な改正は行わないこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（１）大都市にとって不利益となっている分割基準の適正化を図る
こと。 

（２）不合理な分割基準の見直し等を行わないこと。 



 

６ 地球温暖化防止対策の推進（重点） 
 

１ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施  

 
   （提案要求先 総務省・経済産業省・国土交通省・環境省） 
   （都 所 管 局 環境局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
地球温暖化がもたらす破局的事態を回避し、我々の子孫にこの地球を引き継

いでいくためには、世界全体で温室効果ガスの大幅な削減が不可欠である。 
既に世界各国も京都議定書後の温室効果ガス削減に向けた国際的枠組みを構
築するため、大幅な削減を目指した中期目標を発表している。 
都は、世界に先んじて、東京を世界で最も環境負荷の少ない先進的な環境都

市へと転換するため、「２０２０年までに、２０００年比２５％のＣＯ２削減」を目標
に掲げ、都政のあらゆる分野でＣＯ２の大幅な削減を目指す１０年プロジェクト
を始動した。平成２０年には、世界で初めてオフィスなど業務部門をも対象  
とした総量削減義務と排出量取引制度の導入などを盛り込んだ環境確保条例
の改正を行い、地球温暖化対策を抜本的に強化したところである。また、本年
５月には都市として世界で初めてＩＣＡＰ（国際炭素行動パートナーシップ）に
加盟し、先進的な取組を全世界に向けて発信している。今後も、世界で最も環
境と調和した都市の実現に向け、ＣＯ２排出削減対策を強力に展開していく。 
国は、鳩山首相が国連総会において「２０２０年までに１９９０年比２５％削減」

する目標を表明したが、目標達成に向けた具体策は明らかになっていないこと
から、我が国が国際的枠組みづくりをリードする施策を展開するとともに、国
際社会と協調して地球温暖化に歯止めをかけ、次世代に良好な環境を引き継ぐ
ため、具体的な実効性ある温暖化対策を推進するための措置を早急に講じる必
要がある。 
  
＜具体的要求内容＞ 
（４）環境税の導入 

環境税を導入する場合には、地方自治体が環境政策に果たす責任と役割
等を踏まえ、地方税を主体とすること。 

 

（２）排出量削減義務化と排出量取引制度を導入するとともに、 

業務ビル対策や中小企業及び家庭での省エネ対策を促進する

など、具体的な実効性ある対策を早急に実施すること。 


